
請　　　　　　　書

契 約 事 項 遠隔操作カメラシステムの賃貸借

契 約 金 額

ピンホールカメラ　

　（株）ノビタス社製　型式：NV-AHD50SH ４式

　うち「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに

地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定により算出した額である。

受注条件

１　賃貸借期間 ・ 令和 7 年 10 月 14 日 から

令和 7 年 10 月 18 日 まで （5日間）

・ 令和 7 年 10 月 25 日 から

令和 7 年 11 月 18 日 まで （25日間）

賃貸借期間については、変更となる場合がある。

２　納入（引渡）場所等 長野県須坂市内の別途指定する場所

３　契約保証金　 納付免除

４　納入遅延の遅滞賠償金 賃貸借期間初日の翌日から起算して遅延の１日ごとに未納分に相当

する金額の1000分の3とする。

５　支 払 条 件 契約履行後適法な支払請求書を提出した日から３０日以内とする。

６　支払遅延利息 「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に定めるところによる。

７　契約解除に対する違約金 本契約条項を履行しないときは、契約金額の100分の10 に相当する

金額を納入して解除する。

上記の金額及び受注条件をもって貴官の指示どおり履行することをお請けします。

令和 7 年 月 日

支出負担行為担当官

長野県警察会計担当官 殿

住所

会社名

代表者名 印

合計 備　　　　　　　考品　名　等
単価

（1式/日）

取引にかかる消費税及び地方消費税の額

賃貸借期間：30日間

合計


